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Abstract

　The purpose of this study was to examine the relationship among work conditions, work interference 

with family （WIF）, family interference with work （FIW）, and psychological stress. In addition, the 

structural model via four variables was divided into types of business （i.e. hotel and restaurant 

business, care welfare, and living related and personal services） and two groups （high and low score） 

for rewards and supervisor support, respectively. A web survey of working women （N＝830） was 

conducted by a research �rm. The following has been revealed by quantitative analysis. First, while 

WIF is signi�cantly mediated between work conditions and psychological stress, FIW has not affected 

psychological stress but WIF. Second, there was no difference between industries by comparison of the 

goodness of �t using multigroup structural equation modeling. Third, the high and low score group for 

rewards and supervisor support was each veri�ed via heterogeneity.
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1　はじめに

総務省労働力調査に基づく厚生労働省雇用環境・均等局の報告によると，令和 2 年の労働力人

口総数 6868 万人に占める女性の割合は毎年のように微増をかさね，直近で 3044 万人と全体の

44.3％を占めるに至っている。M 字カーブと呼ばれる年齢階級別の労働力率で見ても，25 歳か

ら 64 歳ぐらいまでのおよそ 40 年間を平成 22 年と比べると，どの年代もおおむね 10 ポイント近

く増加しているのがわかる。さらに配偶者のいる女性に限定して見るとより顕著で，40 歳ぐら

いまでなら平成 22 年と比べて 10 ～ 20 ポイント以上の増加を示している。わずか 10 年前の状況

からいかに女性の就業が広がり，あたり前になっているのかがよくわかる。

一方で，内閣府男女共同参画局（2021）によると，世界経済フォーラムが発表する日本のジェ

ンダーギャップ指数は 156 か国中 120 位で，前回発表と比べてもスコア・順位ともにほぼ横ばい

である。これは先進国の中で最低レベル，アジア諸国の中で中国や韓国よりも低く，ASEAN 諸

国よりも低い結果である。日本の場合，女性就業者の半数以上が非正規で，その数は男性の 2

倍，管理職比率も 15％に満たないことが特徴として挙げられている。

こうした状況が続く要因の 1 つに，ワーク・ファミリー・コンフリクト（Work-Family 

Con�ict：以下，WFC）が考えられる。WFC はワーク・ライフ・バランスに関する概念の 1 つ

で，Greenhaus & Beautell（1985）によると，仕事領域からの役割圧力と家庭領域からの役割圧

力が両立しないことで生じる役割間葛藤（inter-role con�ict）1 である。仕事生活と家庭生活の両

立に向けた役割行動が求められても，それらは常にバランスをとれるものではなく，それが崩れ

ることで葛藤がもたらされる。

従業員の側から考えた場合，WFC が生じることでうつなどの心理的ストレス反応（會田・松

永， 2019：加藤・金井， 2006：加藤・富田・金井， 2018：松浦・菅原・酒井・眞榮城・田中・天

羽・詫摩， 2008：陳・大塚・金井， 2019），仕事意欲（金井・若林， 1998），さらに職務満足などの

職務態度（金井・若林， 1998：吉田， 2007）に影響が及ぶとされている2。すなわちこうした状況

によって，女性の正規従業員としての就労や管理職への登用に歯止めがかかっていると考えるこ

とができる。

本研究では，企業経営のみならず日本社会において今後いっそう重要な役割を担う女性従業員

のストレスに関して，WFC の観点から主に多母集団同時分析によって，その構造プロセスを検

討する。

1　役割間葛藤とは，組織内のメンバーシップに関わる役割からの圧力が，他のグループにおけるメンバー
シップの圧力と矛盾する際に生じる葛藤である（Kahn， Wolfe， Quinn， Snoek & Rosentbal， 1964）。

2　働き方や家庭役割分担のあり方が欧米諸国と異なるわが国では，WFC の影響が欧米とは異なることが指摘
されている（ex. 中山・飯島・大西，2017）。
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2　仮説の設定

WFC の特徴として Greenhaus & Beautell（1985）は，2 つの方向と 3 つの形態を指摘してい

る。2 つの方向とは仕事領域と家族領域としての圧力であり，3 つの形態とは時間・ストレス反

応・行動に基づく葛藤である。時間に基づく葛藤は，仕事（家庭）で費やす時間が，家庭（仕

事）での役割を妨げることで生じる葛藤である。ストレス反応に基づく葛藤は，仕事（家庭）の

役割ストレッサーがストレス反応をもたらし，家庭（仕事）での対応を困難にする。行動に基づ

く葛藤は，仕事（家庭）での行動パターンが，家庭（仕事）での行動パターンと対立や矛盾が生

じるというものである。実際の職場を想定したときに，もっとも普遍的に起こりうる葛藤は，ス

トレス反応に基づく葛藤だと考えられる。すなわち職場のストレッサーからもたらされる葛藤で

ある。たとえば，ストレッサーと WFC との関係では，役割過重にもつながる残業時間（鈴木， 

2017）や 1 日あたりの勤務時間（金井・若林， 1998），さらに女性常勤者の就業時間と深い関わ

りが指摘されている（山口， 2010）。

また，その後の WFC 研究として，たとえば Kinnunen & Mauno（1998）のように，WFC を仕

事から家庭への葛藤と家庭から仕事への葛藤にそれぞれ分けて分析することが広がり，Allen， 

Herst， Bruck & Sutton（2000）では，仕事から家庭への葛藤を Work Interference with Family

（以下，WIF），家庭から仕事への葛藤を Family Interference with Work（以下，FIW）と呼ぶよ

うになった。これに加えて，WIF と FIW については，規定要因がそれぞれ異なるため，これら

は別々に分析することが妥当とされてきた（Kinnunen & Mauno， 1998：Allen et al.， 2000）。しか

しながら，規定要因を残業等に関わる労働条件としてのストレッサーとすれば， 仕事生活・家庭

生活いずれにも影響が生じることが考えられる。仕事でのストレス反応と家庭での責任に対する

葛藤につながるだけでなく，長時間労働の問題が誰にでも起こりうるものと考えれば，本分析は

普遍的な結果にもつながるといえる3。

以上により本研究では，WFC を媒介変数として WIF と FIW 双方を 1 つのモデルに導入す

る。それに加えて，WIF と FIW に影響を与える説明変数に残業等の労働条件に関するストレッ

サーを，結果変数にストレス反応を設定する。

さらに，この分析をより詳細に検討するため，1）業種ごとでストレスへの構造モデルに違い

が生じないこと，2）女性従業員の就業でたびたび問題となる報酬に関して，それによる違いで

ストレスへの影響度合いも異なること，および 3）先行研究でもたびたび取り上げられる上司の

サポートに関して，上司のサポートの程度によりストレスへの影響度合いに違いが生じることに

ついても検討する。以下に本研究の仮説と分析のフレームワーク（図 1）を示す。

仮説 1： WIF および FIW は労働条件とストレスとの関係を媒介する

3　WFC と勤務時間との関係性は金井・若林（1998）など多くの先行研究でも指摘されている。
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仮説 2： 労働条件・WIF・FIW・ストレスの関係性は業種による違いがない。すなわち，業種 

ごとの構造モデルは等質である。

仮説 3： 報酬額に対する知覚の違いは構造モデルに異質性をもたらす。すなわち，報酬額の低

群は，高群よりもストレスに影響を及ぼす。

仮説 4： 上司による支援の程度の違いは構造モデルに異質性をもたらす。すなわち，支援に対

する低群は，高群よりもストレスに影響を及ぼす。

3　分析の方法

3．1　調査対象及び調査期間

調査対象は 20 代から 50 代の正規雇用で働く女性従業員である。なるべく普遍的な結論を目指

すため，専門性が高すぎず，比較的容易に就業することも可能と思われる 3 つの業種を対象とし

た。具体的には，総務省の日本標準産業分類（平成 26 年）に基づき，宿泊・飲食サービス業，

生活関連サービス業，老人介護・福祉業である。同様に，特定の世代を対象とするのではなく，

幅広い世代からデータを収集することで，より現実的な状況が反映されると考えた。そこで本研

究では，Web 調査会社に上記対象者への調査を依頼することで，上記対象者を選定した。

調査対象時期は，宿泊・飲食業および生活関連業が 2017 年 3 月，介護・福祉業が 2018 年 3 月

で，それぞれ 1 週間の期間をもうけて行われた。いずれの調査も本研究のため，質問項目は同じ

である。

調査会社から提供されたデータは同一の回答が続くものや欠損値の多い回答をあらかじめ除い

た。その結果，1 次データとしての回答者数は，宿泊・飲食業が 247 名，生活関連サービス業が

203 名，介護・福祉業が 600 名であった。介護・福祉業の数が突出しているのは，他の 2 つの産

業とは異なる調査時期で，介護・福祉業のみを対象としたためである。

これらのデータをもとに，1）1 週間の労働時間が 35 時間以上，2）現場で働く一般従業員か

チームリーダー相当であることを抽出の条件とした。その結果，対象者は宿泊・飲食業が 193

名，生活関連サービス業が 164 名，介護・福祉業が 473 名となった（表 1）。

なお，倫理的な配慮として，本調査の趣旨や調査会社の個人情報保護方針等に同意をした対象

者にのみ回答を依頼した。回収したデータから個人を特定することは不可能であり，すべてにお

図 1　本研究の仮説 1 に基づく概念図

WIF

スト
レス

労働
条件

FIW
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いて数値化されたデータのみを扱った。

3．2　調査項目

（1）労働条件

労働条件を示す指標として，労働政策研究・研修機構（2003）を参考に，休日・休暇を含めた

労働時間に関する内容を 2 項目使用した。

（2）WIF

WFC の 1 つである WIF に関して，渡井・錦戸・村嶋（2006）による多次元的ワーク・ファミ

リー・コンフリクト尺度の日本語版を使用した。ストレス反応に基づく WIF を 2 項目使用した。

（3）FIW

もう 1 つの WFC 尺度である FIW に関して，WIF と同様，渡井らの（2006）による多次元的

ワーク・ファミリー・コンフリクト尺度の日本語版を使用した。ストレス反応に基づく FIW を

2 項目使用した。

（4）ストレス

ストレスを示す指標として，田尾（1989）によるバーンアウト尺度を使用した。これは

Maslach Burnout Inventory（Maslach & Jackson， 1981）に準拠した尺度であり，日本のヒュー

マン・サービスに適合するよう作成されたものである（久保・田尾， 1994）。女性を対象とした

WFC とバーンアウトとの関係は，井奈波・井上・日置（2015）でも確認されている。本研究で

は，最近 6 ヵ月間の情緒的消耗感および脱人格をあらわす内容をそれぞれ 1 項目ずつ使用した。

（5）報酬

仮説 3 で報酬額の違いに基づきデータを高群と低群に分ける際の指標として，Snell & Dean

（1992）の公正な報酬システムを使用した。これは他社で同様の職務に従事している者と比べた

場合の相対的な報酬基準を示している。

（6）上司からの支援

仮説 4 で配慮の程度の違いに基づきデータを高群と低群に分ける際の指標として，労働政策研

究・研修機構（2003）を参考に，上司・リーダーの支援に関する尺度を 2 項目使用した。

3．3　分析の手順

分析の手法として共分散構造分析（Amos27）を使用し，モデルの適合度に基づいた仮説の検

表 1　業種ごとの属性

宿泊・飲食 生活関連サービス 介護・福祉 全体

人数 193 164 473 830
平均年齢 40.6 40.6 41.3 40.8

1 週間の平均労働時間 47.3 45.0 41.2 44.5
婚姻 既婚 78 未婚 115 既婚 49 未婚 115 既婚 214 未婚 259 既婚 341 未婚 489

子ども あり 66 なし 127 あり 51 なし 113 あり 237 なし 236 あり 354 なし 476
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証を行った。モデルの適合度指標としてχ2 値，χ2 値 /DF（自由度），GFI，CFI，RMSEA，AIC

を用いた 4。また，WFC の間接効果を検証する際はブートストラップ法を活用し，仮説 2 から仮

説 4 を検証する際は多母集団同時分析を行った。

また，共分散構造分析を行うにあたり，山本（2008）を参考に，個人属性に起因する影響をあ

らかじめコントロールした。具体的には，年齢，結婚の有無，子どもの有無，1 週間の労働時間

を説明変数とし，各観測変数を従属変数とする重回帰分析を事前に行った。共分散構造分析の際

には，これらの重回帰分析における残差を観測変数として使用した。

4　仮説の検証

4．1　変数と項目間の測定モデルの検討

変数間の妥当性を検証するため，すべての因子間に共分散を仮定した最尤推定法に基づく確認

的因子分析を行った。分析の結果，χ2 値＝41.756（df＝39， p＝.352），χ2 値 /DF＝1.071，GFI

＝.992，CFI＝.999，RMSEA＝.009，AIC＝119.756 であり，良好な適合度が確認された。また，

想定された因子に対する測定項目の因子負荷量についても，すべての測定項目で有意な値が示さ

れた。本研究の質問項目，信頼性係数，標準化推定値を表 2 に示す。

4　χ2 値/DF（自由度）：2 未満で良好，3 未満で許容範囲，GFI：.95 を超えると良好，.90 を超えると許容範
囲，CFI：.95 を超えると良好，.90 を超えると許容範囲，RMSEA：.05 未満で良好，.10 未満で許容範囲，
AIC：相対的評価として値が小さいほど良好

表 2　本研究の質問項目・信頼性係数・標準化推定値（n ＝ 830）

質　問　項　目 標準化推定値

労働条件（á ＝.787）
　休日や休暇は満足にとることができる（R） .759
　残業も含めていまの労働時間は適切といえる（R） .855

WIF（á ＝.869）
　仕事から帰ったときにクタクタに疲れていて，家族としての責任を果たすことができない .844
　仕事から帰ったときに精神的に疲れていて，家族のために何もすることができない .911

FIW（á ＝.799）
　家庭でのストレスのために，職場でも家族のことが頭を離れないことがよくある .851
　家庭でのストレスがよくあるので，仕事に集中することが難しいことがある .783

ストレス（á ＝.801）
　こんな仕事，もう辞めたいと思うことがある .841
　自分の仕事がつまらなく思えて仕方のないことがある .795

報酬（á ＝.863）
　他社と比べて高い給与が設定されている .945
　給与は他社の同じような職務を行っている人と比べて同等以上である .803

上司支援（á ＝.853）
　上司・リーダーは仕事に役立つアドバイスをしてくれる .820
　助けが必要なときには，上司・リーダーは支援してくれる .907

※（R）は逆転項目
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4．2　構造モデルの検討

仮説 1 から仮説 4 を検討するにあたり，複数のモデルの適合度を比較したうえで，もっともあ

てはまりの良いモデルによってそれぞれの仮説を検証した。

表 3 は，WFC を媒介しない労働条件→ストレスへの直接的な関係を示した非媒介モデル，本

稿の仮説に基づく仮説モデル，仮説モデルを前提に修正を施した修正モデルを比較している。

3 つのモデルを比較した結果，修正モデルの適合度がもっとも良好であると判断した。以降の

仮説検証では，修正モデルに基づき検討を行った。図 2 は修正モデルのパス図である。

4．3　仮説 1 の検証

仮説 1 に関して修正モデルに基づき，労働条件とストレスとの間の WIF と FIW の媒介効果を

検証した。Baron & Kenny（1986）によれば媒介効果の条件として，（a）独立変数と従属変数と

の関係，（b）独立変数と媒介変数との関係，（c）媒介変数と従属変数との関係がそれぞれ有意で

あり，さらに（b）（c）の関係において，間接効果が認められる点をあげている。なお，（a）に媒介

変数を投入することで，（a）が非有意になれば完全な媒介，（a）の有意性が残っていても間接効果

が認められれば部分的な媒介といえる（Baron & Kenny， 1986）。本研究に置き換えると，（a）が労

働条件とストレスとの関係，（b）が労働条件と WFC との関係，（c）が WFC とストレスとの関係と

なる。

具体的には（a）に関して，前節で掲げた非媒介モデルにより，労働条件とストレスとの直接的

な関係が .40（p<.001）であることが明らかとなっている。加えて，（b）および（c）における係数

は，図 2 の修正モデルにおいてそれぞれ .24（p＜.001）と .34（p＜.001）であった。このときの

労働条件とストレスとの直接的な関係は，.29（p＜.001）に減少している。これに伴い，ブート

表 3　本研究における構造モデルの比較

χ2 値 χ2 値 /DF GFI CFI RMSEA AIC

非媒介モデル 2.453 
（df＝1， p＝.117） 2.453 .999 .999 .042 20.453

仮説モデル 58.948 
（df＝15， p＝.000） 3.930 .983 .982 .059 100.948

修正モデル 13.939 
（df＝15， p＝.530） .929 .996 1.000 .000 55.939

図 2　修正モデルのパス図

WIF

スト
レス

労働
条件

FIW

.34***

.29***

注1）観測変数および誤差変数の記載は省略
注2）数値は標準化推定値

.24***

.36***
.28***
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ストラップ法（5,000 サンプル）による間接効果のバイアス修正済み 95％信頼区間を推定した。

その結果，信頼区間が 0 を含まなかったことから（上限 .165，下限 .078），WIF の有意な間接効

果が認められた。

以上により，FIW とストレスとの非有意な関係を踏まえ，仮説 1 は部分的に認められたとい

える。すなわち，WIF のみの媒介効果が確認された。

4．4　仮説 2 の検証

次に，仮説 2 として業種による違いの有無を検討するため，共分散構造分析における多母集団

同時分析を行った。

具体的には，宿泊・飲食業，生活関連サービス業，介護・福祉業がそれぞれ業種ごとの回答傾

向に相違がないことを確認することで，データを併合したことの妥当性を確かめた。多母集団同

時分析に先だって，母集団ごとの分析として 3 業種にデータを分けた共分散構造分析をそれぞれ

行った。3 業種のモデル適合度（表 4）と業種ごとの推定結果（図 3）を以下に示す。

表 4 より，宿泊・飲食業の RMSEA が良好な適合度の範囲からやや外れてしまうが，許容範囲

内にはおさまったと考えられる。また，図 3 の因子間の推定値に関して，労働条件→ WIF の関

係性が若干弱く，また他のパス間でも業種による多少の影響度の違いは見られるものの，すべて

の関係で有意性が認められた。これらの結果を踏まえて，修正モデルに等値制約を課し，集団の

等質性について検討した。

表 4　業種ごとのモデル適合度

χ2 値 χ2 値 /DF GFI CFI RMSEA AIC

宿泊・飲食業 29.031 
（df＝15， p＝.016） 1.935 .965 .978 .070 71.031

生活関連 
サービス業

19.272 
（df＝15， p＝.202） 1.285 .972 .993 .042 61.272

介護・福祉業 8.479 
（df＝15， p＝.903） .565 .995 1.000 .000 50.479

図 3　業種ごとの推定結果

WIF

スト
レス

労働
条件

FIW

.31***

.33***

.36***
.38***
.20*
.28***

.32***

.50***

.33***

.24*

.17*

.26***

.45***

.26**

.22***

注1）観測変数および誤差変数の記載は省略
注2）数値は標準化推定値
注3）標準化推定値は上段が宿泊・飲食業，中段が生活関連サービス業，下段が介護・福祉業



11労働条件とストレスとの関係

以下の表 5 は，業種の違いに基づく共分散構造分析において，等値制約の有無および制約範囲

の違いによるモデル適合度の比較である。

表 5 の結果から総合的に勘案し，「4 パス等値モデル」の適合度がもっとも良好であると判断

した。これにより，観測変数およびすべての因子間におけるパスの等質生が示唆されたといえ

る。すなわち，3 つの業種の等質性がおおむね認められ，業種を問わず，労働条件，WFC，スト

レスの関係は，同様に成り立つことが明らかとなった。加えて，業種間の等質性が見られたこと

で，3 業種のデータを併合して分析を行うことの妥当性も確認された。

以上の結果から，仮説 2 は支持された。

4．5　仮説 3 および仮説 4 の検証

報酬の違いや上司からの支援に対する知覚が，労働時間，WFC，ストレスの関係性に影響を

与えることを検証するため，従業員を高群・中群・低群の 3 群に振り分けた。他社に対する相対

的な高報酬を知覚する高群とそうでない低群，それ以外の中群，上司からの支援を知覚する高群

とそうでない低群，それ以外の中群というように，それぞれ 3 つの群に振り分けたうえで高群と

低群の違いを検討した。なお，中群を含めた 3 群に分けた理由は，高群と低群の相違をより明白

にするためであり，またサンプルサイズの偏りを多少でも解消するためである。そのため，仮説

3 および仮説 4 における多母集団同時分析の結果表記に関しては，中群を省略した。

表 6 は，報酬に対する高群（192 名）および低群（300 名）と，上司からの支援に対する高群

（322 名）および低群（230 名）のモデル適合度である。

この結果から，報酬の高群において，χ2/DF と RMSEA の数値が若干高いようにも見られる

が，これらは許容範囲内と考えた。そのほかの指標については良好な結果である。

表 5　等質性に関するモデル適合度の比較

χ2 値 χ2 値 /DF GFI CFI RMSEA AIC

1 配置不変 
モデル

56.863 
（df=45， p=.111） 1.264 .984 .995 .018 182.863

2 測定不変 
モデル

63.168 
（df=53， p=.160） 1.192 .982 .996 .015 173.168

3 差の検定 
モデル

69.625 
（df=58， p=.141） 1.200 .980 .995 .016 169.625

4 パス等値 
モデル

73.337 
（df=65， p=.224） 1.128 .979 .997 .012 159.337

5 等値制約 
モデル

104.709 
（df=87， p=.095） 1.204 .973 .993 .016 146.709

　1 配置不変モデル：等値制約を置かないモデル 
　2 測定不変モデル：因子から観測変数へのパスに等値制約を置いたモデル 
　3 差の検定モデル： 2 に加えて，パラメータ間の差に対する検定統計量で Z 値の絶対値が 1.96 以上およびそれに近いパス

に等値制約を置いたモデル
　4 パス等値モデル：2 に加えて，誤差変数を除く因子間のすべてのパスと因子の分散に等値制約を置いたモデル 
　5 等値制約モデル：2 に加えて，誤差分散を含めた因子間のすべてのパスと因子の分散に等値制約を置いたモデル 
　なお，上記 5 つのモデルは，以降で異質性を検討する際もまったく同じモデル・制約条件である。
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以上を踏まえて，報酬と支援それぞれの高群と低群における共分散構造の異質性を検討したの

が表 7 と表 8 である。なお，表内の各モデルの制約条件は表 5 と同じである。

表 7・表 8 の共分散構造分析におけるモデル比較の結果から，報酬も支援もともに「1 配置不

変モデル」の適合度がもっとも良好であると判断された。これはすなわち，報酬と支援それぞれ

の高群と低群において，パス図は一緒でも推定値はそれぞれで異なっていて問題ないことを示唆

している。

以上の結果により，高群と低群の異質性を考慮することの妥当性が示された。そこで，配置不

変モデルにおける報酬と支援それぞれの高群・低群に関する多母集団同時分析の結果を図 4 と

図 5 に示す。

表 6　報酬と支援の高低群別のモデル適合度

χ2 値 χ2 値 /DF GFI CFI RMSEA AIC

報酬 高群 32.469 
（df＝15， p＝.006） 2.165 .960 .971 .078 74.469

報酬 低群 8.727 
（df＝15， p＝.891） .582 .993 1.000 .000 50.727

支援 高群 19.814 
（df＝15， p＝.179） 1.321 .985 .995 .032 61.814

支援 低群 13.529 
（df＝15， p＝.562） .902 .986 1.000 .000 55.529

表 7　報酬の異質性に関するモデル適合度比較

χ2 値 χ2 値 /DF GFI CFI RMSEA AIC

1 配置不変 
モデル

57.072 
（df＝45， p＝.107） 1.268 .983 .995 .018 183.072

2 測定不変 
モデル

69.245 
（df＝53， p＝.066） 1.307 .980 .993 .019 179.245

3 差の検定 
モデル

78.253 
（df＝58， p＝.039） 1.349 .980 .991 .021 178.253

4 パス等値 
モデル

90.319 
（df＝65， p＝.021） 1.390 .974 .989 .022 176.319

5 等値制約 
モデル

160.302 
（df＝87， p＝.000） 1.843 .955 .968 .032 202.302

表 8　支援の異質性に関するモデル適合度比較

χ 2 値 χ 2 値 /DF GFI CFI RMSEA AIC

1 配置不変 
モデル

59.052 
（df＝45， p＝.078） 1.312 .983 .994 .019 185.052

2 測定不変 
モデル

78.643 
（df＝53， p＝.013） 1.484 .977 .989 .024 188.643

3 差の検定 
モデル

103.374 
（df＝59， p＝.000） 1.752 .970 .981 .030 201.374

4 パス等値 
モデル

111.421 
（df＝65， p＝.000） 1.714 .968 .980 .029 197.421

5 等値制約 
モデル

179.453 
（df＝87， p＝.000） 2.063 .948 .961 .036 221.453
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図 4 の結果から，報酬に関しては高群であるほど，ストレスに強く影響する傾向がうかがえた

（労働条件→ WIF →ストレスの総合効果：高群 .4168，低群：.2640）。しかし一方で，ストレスに

影響を与える WIF に対する FIW の間接効果については，低群の方が顕著であった（高

群：.0486，低群：.1054）。

また，支援に関する図 5 の結果では，ストレスと WIF に対して高群の影響力が強くあらわれ

た（労働条件→ WIF →ストレスの総合効果：高群 .4606，低群は非有意）。支援の低群における

労働条件からストレスへの影響は，直接的にあらわれることなく，FIW と WIF を介することで

のみ生じることが明らかとなった。

以上の結果から仮説 3 および仮説 4 は，異質性については認められたが，低群のストレスへの

影響については支持されなかった。

4．6　平均共分散構造分析による検討

前節 4.5 において仮説 3 と仮説 4 を確認したが，さらなる検討を加えるため，それぞれのモデ

ルに平均共分散構造分析を行った。

はじめに報酬に関して，高群・低群それぞれに平均共分散構造分析を行い，それぞれの因子の

平均を明らかにした。これにより高群と低群の相違がどの程度生じているのか，さらなる検討に

図 4　報酬の推定結果

WIF

スト
レス

労働
条件

FIW

.36***

.37***

.28**

.19*

.18*

.31***

.38***

.20**

.27**

.34***
注1）観測変数および誤差変数の記載は省略
注2）数値は標準化推定値
注3）標準化推定値は上段が高群，下段が低群
注4）中群の記載は省略

図 5　支援の推定結果
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.37*** 注1）観測変数および誤差変数の記載は省略
注2）数値は標準化推定値
注3）標準化推定値は上段が高群，下段が低群
注4）中群の記載は省略
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つながる。報酬に関する高低群別の平均共分散構造分析5 の結果，高群はχ2 値 35.908（df＝19， p

＝.011），χ2 値 /DF＝1.890，CFI＝.972，RMSEA＝.068，AIC＝85.908 であった6。一方，低群はχ2

値 17.871（df＝19， p＝.531），χ2 値 /DF＝.941，CFI＝1.000，RMSEA＝.000，AIC＝67.871 であっ

た。高群の適合度は良好とまではいかないが，十分に許容範囲内であると判断した。一方，低群

のモデル適合度は非常に良好であった。

本モデルにおいて，高群と低群との間で非標準化推定値7 の有意性に相違がみられたパスに，

労働条件→ストレス（高群：.32 p＜.001，低群：.21 p＜.05）と労働条件→ FIW（高群：.14 p＝

ns，低群：.26 p＜.001）があった。これらは図 4 においても高群と低群との間で影響力に違いが

見られたことから，この 2 つの関係性について検討を加えた。表 9 は，平均共分散構造分析から

明らかにした 4 つの因子の平均値8 である。

表 9　報酬における高低群別の因子平均

労働条件 WIF FIW ストレス

高群 2.286 2.880 1.981 2.587
低群 3.570 3.272 2.244 3.368

表 9 の結果から，全体的に低群の数値が大きく，すべての因子に関してその傾向は顕著であっ

た。すなわち，高報酬ではない状況をあらわす低群は，従業員の労働条件悪化や，WIF・FIW・

ストレスへの負担も高群よりもたらされている可能性が示唆された。さらに，上述の平均共分散

構造モデルの高群と低群との間で有意性に相違が生じている因子間に対して，高群と低群との影

響度合いの違いを検討した。すなわち，労働条件とストレスとの関係におけるストレスへの影響

の違い，労働条件と FIW との関係における FIW への影響の違いをそれぞれ高群と低群とで確か

めた。分析モデルは図 4 と同じである。

因子平均と非標準化推定値に基づく計算の結果，労働条件がストレスに及ぼす影響の程度は，

高群が .736，低群が .746 であった。つまりストレスへの影響度合いそのものに，高群と低群の

違いはほとんど見られなかった。しかし，ストレス平均値を踏まえて考えると，高群平均が

2.587 点（表 9）で，そのうちの .736 点が労働条件の影響によるものということになる。ストレ

スに対しておよそ 28.4％が労働条件の影響と考えられる。一方，低群のストレス平均値は 3.368

点（表 9）で，そのうちの .746 点が労働条件によるものである。低群のストレスはおよそ 22.1％

が労働条件の影響と考えられる。すなわち報酬に関して，ストレスが労働条件によって受けてい

る影響の程度は，低群よりも高群の方が 6.3％ほど大きいことが示唆された。

一方，FIW の高低それぞれの平均値に対して労働条件が及ぼす影響の程度は，因子平均と非

標準化推定値から，高群が .313，低群が .910 であった。これを FIW の平均値を踏まえて検討す

5　分析の特性や解釈を考慮し，観測変数は 5 件法に基づく元データを使用した。
6　Amos による平均共分散構造分析おいて GFI は出力されない。
7　平均共分散構造分析では，非標準化推定値が使用される（尾崎， 2007）。
8　労働条件は Amos27 から，WIF，FIW，ストレスは切片，非標準化推定値，規定因子の平均から算出した。
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ると，高群は 1.981 点（表 9）のうち .313 点が労働条件の影響であり，低群は 2.244 点（表 9）の

うち .910 点が労働条件の影響によるものである。すなわち，高群の影響がおよそ 15.8％，低群

がおよそ 40.6％であり，FIW への労働条件による影響は，低群の方が 24.8％ほど大きいことが

示唆された。

次に，支援に関しても同じように，高群と低群それぞれに平均共分散構造分析を行った。モデ

ル適合度は次のとおりである。高群はχ2 値 28.447（df＝19， p＝.075），χ2 値/DF＝1.497，CFI＝ 

.992，RMSEA＝.039，AIC＝78.447 であった。一方，低群はχ2 値 25.054（df＝19， p＝.159），χ2 値

/DF＝1.319，CFI＝.990，RMSEA＝.037，AIC＝75.054 であった。この結果から，高群・低群と

もにモデル適合度は良好であると判断された。これらの平均共分散構造モデルの結果から，以下

の平均値を算出した（表 10）。

表 10　支援における高低群別の因子平均

労働条件 WIF FIW ストレス

高群 2.706 2.940 2.207 2.565
低群 3.537 3.406 2.225 3.671

ここでも全体的に低群の数値が大きく，FIW を除いてその傾向は顕著である。すなわち，上

司からの支援が少ない状態は，労働条件をはじめとしたストレス関連の他の因子においても，従

業員の負担が高群よりも大きいといえる。

本モデルにおいて高群と低群との間で非標準化推定値の有意性に相違がみられたパスは，労働

条件→ストレス（高群：.42 p＜.001，低群：.13 p＝ns）と労働条件→ WIF（高群：.30 p＜.001，

低群：.13 p＝ns）であった。これらは図 5 においても高群と低群との間で影響力に違いが見られ

たことから，この 2 つの関係性について検討を加えた。

因子平均値と非標準化推定値に基づく計算の結果，労働条件がストレスに及ぼす影響の程度

は，高群が 1.128，低群が .460 であった。すなわち，ストレスの高群平均 2.565 点（表 10）のう

ち 1.128 点が労働条件の影響によるものであり（およそ 44.0％），ストレスの低群平均 3.671 点

（表 10）のうち .460 点が労働条件によるものであった（およそ 12.5％）。平均値そのものは低群

の方が高いが，労働条件の影響度合いは高群の方が大きいことが示唆された。

一方，WIF の高低群それぞれの平均値に対して，労働条件が及ぼす影響の程度は，高群

が .809，低群が .463 であった。つまり，WIF の高群平均 2.940 点（表 10）のうち .809 点分が労

働条件の影響によるものであり（およそ 27.5％），WIF の低群平均 3.406 点（表 10）のうち .463

点が労働条件の影響によるものであった（およそ 13.6％）。このことから，低群の方が WIF 平均

値は高いものの，労働条件から受ける影響は高群よりも小さいことが確認された。

以上の結果は，平均の観点から高群・低群におけるパスの相違を説明したものである。使用さ

れた数値が平均であるため，パスの推定値等は仮説の検証時とは若干異なるが，図 4・図 5 で確

認された推定結果を支持するような結論を得ることができたと考える。
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5　考察

本研究は，女性従業員の労働条件とストレスとの関係を WFC の観点から検証した。就業環境

として，業種による違い，他社との相対的報酬，上司やリーダーによる支援の程度の違いを設定

した。また，WFC はストレス反応に基づく仕事から家庭への反応（WIF）と家庭から仕事への

反応（FIW）を設定した。分析の結果，労働条件とストレスとの関係に対する WIF の媒介効

果，FIW の WIF への影響，業種ごとの構造モデルの等質性，報酬と支援それぞれの高群と低群

における異質性が認められた。以下ではこれらを踏まえて，本研究における結論を述べる。

第 1 に，WFC の媒介効果は WIF のみで確認された。こうした本研究における WIF の媒介効

果は，先行研究（會田・松永， 2019：加藤・富田・金井， 2018：陳・大塚・金井， 2019）を支持す

る結果といえる。すなわち WIF の先行要因は，直接ストレス等に影響を与えるというより，

WIF が生じることでより強く精神状態に影響を及ぼしているといえる。WIF とストレスとの強

い関係性が認められた。

一方，FIW については労働条件からの影響は十分に確認されたものの，それを受けてのスト

レスへの影響が認められなかった。これは FIW が抑うつに影響を与える媒介効果（會田・松永， 

2019）とは異なる結果となった。ほかにも FIW と精神的健康状態との関係を示唆した加藤・金

井（2006）の結果とも異なるといえる。しかし一方で，FIW が対処行動を経て精神的健康状態

に影響を与えるという結果（加藤・金井， 2006）や，対処行動までの媒介効果（加藤・富田・金

井， 2018）として機能するという研究もある。これらの先行研究を踏まえて考えると，FIW は必

ずしも精神状態に直接的に影響を与えるということではなく，より強く精神状態に影響を与える

要因に対する規定因子としてのはたらきがあると考えられる。本研究においても，FIW はスト

レスには直接影響せず，労働条件と WIF との間を媒介し，WIF からストレスに影響を与えてい

た。すなわち FIW は，ネガティブな労働条件によって促進され，家庭で生じる問題や役割に

よって，就労に対するネガティブな意思に関連することが考えられる（熊谷・五十嵐， 2020）。

FIW は直接的に職務上のストレスに影響を及ぼすのではなく，ストレスの規定因子に影響を及

ぼすと考えられる。

第 2 に，ストレスに至るまでの構造モデルに，業種による違いがないことを確認した。つまり

本研究における修正モデルは，少なくとも宿泊・飲食，生活関連サービス，介護・福祉業におい

て産業横断的に共通であることが示唆され，一定の普遍性を垣間見ることができた。生活関連

サービス業が特定業種に絞られていないことでパス間の有意性が若干低い部分もみられたが，全

体的に同じ構造が成立することを確認できた。この分析結果により，労働条件→ FIW → WIF →

ストレスにつながるパスが 3 業種を共通して特に強い有意性を示したことから，職場では女性従

業員に対して，労働条件に基づく WIF の心配よりも，まずは家庭への配慮に留意すべきだとい

える。特に日本では WFC そのものが男性より女性の方が高く，家事・育児に関わるのも女性の
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方が多いため，仕事をすることで家事・育児の役割を行えないという葛藤を女性は抱きやすいと

考えられる（鈴木， 2017）。本研究では，労働条件によって家事や育児などをこなせないことが

まず家庭でのストレスとしてあらわれ，それが仕事への集中を妨げ，心身ともに疲れ果てた状況

で働き続けることが家族に対するさらなる葛藤を生み，バーンアウトをもたらしたと考えられ

る。上司が家族的責任に対して配慮・支援を行うことで，女性の WFC は低下するという研究も

ある（吉田， 2007）。女性従業員がいる職場では，労働条件やストレスについて業種の特性を言

い訳にするのではなく，まずは家庭への配慮を心がけるべきである。

第 3 に，女性従業員が受け取っている報酬の違いが，WFC やストレスへ及ぼす影響の違いを

あらわしていた。WIF のみを介した労働条件からストレスまでの影響プロセスは，低群より高

群の方が強かった。すなわち，他社と比べて相対的に高い報酬を受けていると感じる者ほどスト

レスへの影響が強いといえる。これは一般的に言われるように，仕事に対する責任の重さやその

難度が高まるほどに収入も増える一方，そのプレッシャーからストレスを抱えやすいという側面

があらわれているのかもしれない。また，労働条件→ストレス，労働条件→ FIW という限定し

た関係で考えてみても，高低群の多母集団同時分析と平均共分散構造分析との間で同様の結果を

確認することができた。

さらに，報酬における高低の違いは，FIW と WIF との関係性にも顕著にあらわれていた。す

なわち，FIW から WIF への影響は，明らかに高群よりも低群の方が強かった。これについて考

えられることとして，比較的高い報酬を得ている現場の管理者などは，仕事のスケジュールなど

を自分で決められるのに対し，必ずしも高報酬ではない一般の従業員はそれができないため，労

働条件に起因する家庭でのストレス（FIW）が家族への葛藤（WIF）に強く影響したのかもしれ

ない。実際，労働条件と FIW の関係も低群の方が強くなっていることから，この点に関して今

後のさらなる研究が求められる。

第 4 に，上司やリーダーの支援を感じる高群は，これまでの分析と同様，WFC やストレスへ

の影響が確認されたが，支援を感じない低群は，WIF やストレスへの直接的な影響がみられな

かった。これにより低群は，労働条件→ FIW → WIF →ストレスというプロセスだけが顕著と

なった。これに関して，低群は上司などからの支援を受けなくても仕事そのものを遂行でき，仕

事に対するやりがいなどが比較的高い層の可能性が考えられる。女性の回答が 6 割を超える鈴木

（2017）の研究によれば，仕事を続ける理由として働くことが好きであるほど，WFC がより強く

抑制されていた。本研究では WFC を WIF と FIW に分けているため，労働条件の悪化で危惧さ

れるのが，FIW というかたちで顕著にあらわれたのかもしれない。

これらの分析からもわかるように，女性従業員に対して気をつけるべき点は，WIF よりもま

ずは FIW を回避するための配慮や気遣いである。
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6　今後の課題

今後の課題として，第 1 に詳細な変数の活用があげられる。本研究ではたとえば，より詳細な

家族状況，配偶者からの支援など，比較的多くの研究で取り上げられている要因が欠落してい

る。また一方で，シングルマザーやシングルファーザーのみに限定したうえで分析結果の差異を

検討することなども不可欠である。これらの詳細な要因を踏まえることで，いっそう現実に即し

た結論を導くことができると考える。第 2 に，対象者の選定である。本研究では分析の対象者と

して介護・福祉に偏りがあったことは否めない。また，生活関連サービス業における具体的な業

種を割り出すことができなかった。より普遍的な見解を導くためにも，対象者の選定には十分留

意する必要がある。またそれと同時に，より広範囲に業種を広げることは不可欠であり，上司や

同僚への依存度なども踏まえた分析も求められる。第 3 に，現状に鑑みた在宅ワークやリモート

ワークに関わる WFC への影響を検討することが求められる。一般的には，従業員の働かせ方と

して出社に向かう傾向が広がっているが，それでも今後在宅ワークがなくなることはないだろ

う。そうした中で，在宅勤務と WFC との関係性を検討することは不可欠である。ニューノーマ

ルな生活の中で今後のさらなる研究が求められる。
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